
 

 

参考：推薦事務の留意点 

（候補者勤務先の事務担当者様へ） 

 

三重県雇用経済部新産業振興課 

 

  平素は科学技術分野の文部科学大臣表彰創意工夫功労者賞の候補者推薦事務に

ご理解、ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

推薦事務に係る書類の提出にあたっては、『令和９年度科学技術分野の文部科

学大臣表彰推薦要領（文部科学省研究振興局）』を十分ご精読いただき、推薦要領

及び様式記載の作成上の注意を守ってください。また、下記の事項についてもご

留意いただき、適切にご記入いただきますようお願いいたします。 

なお、様式は昨年と変更になっている箇所もございますので、過去の様式を使

用せず、最新の様式を使用してください。 

 

記 

 

１ 創意工夫功労者賞 候補調査書【様式創工１】 

受賞者の決定は書類選考によりますが、書類の記入内容について毎年多くの

質疑が文部科学省から寄せられます。調査書の記入内容が不明瞭な場合や推薦

要領が定めたルールに反する場合には、たとえその功績が大きいものであって

も賞の選考においては著しく不利となりますので、ご記入にあたっては十分な

注意をお願いいたします。 

・候補調査書【様式創工１】はワードファイルで提出をお願いします。 

 

２ 創意工夫功労者賞 候補者・業績一覧表【様式創工２】 

・氏名にふりがなを記入すること（ふりがな欄）。 

・表彰式実施の際は、記載いただいた通りにお読みします。 

・一つの候補者勤務先において複数の候補者を推薦する場合は、必ず候補

者の各勤務先において推薦順位を付すこと。 

・候補者・業績一覧表【様式創工２】はエクセルファイルで提出をお願い

します。 

 

３ 事務担当者調査票 

受賞候補者勤務先の事務担当者をこの様式によりお知らせください。文部科

学省や三重県からの質疑・確認や、三重県からの表彰状等伝達式実施のご案内



 

 

の際に用います。 

 

４ 住民票（（個人番号［マイナンバー］の記載にないものに限る）（旧姓使用を

希望する場合は戸籍抄本）） 

【重要・・・令和８年４月１日以降に発行されたものに限ります。マイナン

バーが記載された住民票は受付できません。 

なお、表彰式の際にお渡しする表彰状はご提出いただく戸籍抄本または住民

票に記載の表示と同一になります。】 

 

５ お問合せ先 

三重県雇用経済部新産業振興課 小林、石川（真）、新島 

〒５１４－８５７０ 津市広明町１３番地 

電話：０５９－２２４－２７４９ ファックス：０５９－２２４－２０７８ 

電子メール：shinsang@pref.mie.lg.jp 

 


